（参考様式20）

農地バンク事業を活用して行う農用地等の貸借に係る重要事項の説明について

市町、農業委員会事務局が、地権者、耕作者に対して、農地バンク事業を活用して行う農用地等の貸借の仕組みを説明する際の参考資料を作成しました。


（留意点）
・本資料は、農用地利用集積等促進計画の案を農地バンクへ提出する際の必須書類ではありません。
・参考様式のため、各市町等の実情に応じて様式を修正して活用してください。
・どちらの様式を利用しても構いません。

（活用方法）
	様　式
	活　用　方　法

	（重要事項用）
農地バンク事業を活用して行う農用地等の貸借に係る重要事項について
	· 契約会等で市町等が地権者や耕作者から同意印を受領する際に、参考資料として農地バンク事業の説明に活用します。
· 地権者、耕作者へ促進計画案を送付し、同意印の押印を依頼する際に同封します。
· 資料内の確認欄に記名の上、返信してもらうことで、本人への説明に代えます。
· 地権者、耕作者は、その写しを本人控えとして保管します。

	（内容確認用）
農地バンク事業を活用して行う農用地等の貸借内容確認書
	· 上記同様に、市町等のバンク事業説明資料として活用します。
· 促進計画の内容を地権者または耕作者がチェック、確認する書類として活用します。
· 地権者、耕作者は、その写しを本人控えとして保管します。




(参考様式20)
農地バンク事業を活用して行う農用地等の貸借に係る重要事項

１　借賃の支払い
　　借賃は、毎年12月20日（金融機関が休日の場合は、その翌営業日になります。）に、
農用地等を貸し付けた日から１年分を、地権者が指定した預金口座に振り込みます。
ただし、10月以降に貸し付けた場合には、翌年度の12月20日に振り込みます。
※　賃貸借の場合は、農地バンク事業の手数料として、借賃の１％及び消費税を地権
者及び耕作者から徴収いたします。合計借賃が10,000円未満の場合は、100円とこれ
に係る消費税10円を徴収いたします。

２　目的物等の返還
（1） 賃借権等の存続期間が満了したときは、耕作者は、その満了の日から30日以内に、
地権者に対して、当該土地を原状回復して返還します。ただし、災害その他の不可抗
力、修繕若しくは改良行為又は当該土地の通常の利用によって生じた形質の変更につ
いては、耕作者は、原状回復の義務を負いません。
また、機構は、いかなる場合も原状回復、附属物の収去等に対しての義務を負いま
せん。
（２）貸借した農用地等を返還する際の原状回復の条件等については、耕作者と地権者の
双方が協議の上、参考様式〇〇(確認書)を作成し、農用地等を地権者に返還するまで
耕作者、地権者は保管します。

３　貸借内容の変更
（1） 地権者及び耕作者は、貸借している期間中に契約を解約する場合は、機構及び相手
方の同意を得る必要があります。
（2） 借賃を変更する場合は、耕作者、地権者及び農地バンクで協議を行い、了承が得ら
れた上で、金額を変更する必要があります。
（3） 地権者、耕作者が亡くなるなど変更が生じる場合は、市町、農業委員会、（JA）に具
体的な手続きを御相談ください。

４　貸借の解除等
（１）耕作者は、農地バンクから農用地等を借り受けた後に、当該農用地等を他者に耕作（転貸及び譲渡）させることは出来ません。
（２）耕作者が貸借した農用地等を適正に利用していない場合は、農地バンクや農業委員会が現地確認等を行った上で、貸借を解除する場合があります。
（３）耕作者との貸借が解除になった後、１年程度経過しても次の耕作者が決まらないときは、農地バンクは地権者からの貸借を解約する場合があります。

５　租税公課等の負担
地権者は、当該土地に係る固定資産税その他の租税を負担します。

６　促進計画の控え保管
　　農地バンクから地権者・耕作者へ認可が行われた旨を通知します。
通知には相手先の氏名と農地情報が掲載されますが、促進計画の控えを保管したい場合は、市町等への提出時に促進計画の写しを取得してください。

以上について内容を確認し、承知しました。
記入日　　　年　　　月　　　日　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　

（参考様式20）※本様式は参考様式です。市町の実情に応じて修正して活用してください。

農地バンク事業を活用して行う農用地等の貸借内容確認書
農地バンク事業を活用して貸借する際に、権利関係や貸借条件の変更など重要な事項を解説します。地権者、耕作者は内容を御確認の上、確認欄に☑をお願いします。

	項目
	内容
	確認

	農地バンク事業
	
・農地バンク事業は、地権者から農地バンクが農用地等を借り受け、その農地バンクが耕作者に貸し付けを行う仕組みです。

・今回の貸借については、以下の手続きを行います（該当するものに☑）
□地権者からの借受（①）、耕作者への貸付（②）を一括で実施
□地権者から農地バンクへの貸付（①）を実施
　　□農地バンクから耕作者への貸付（②）を実施
耕作者
地権者
農地バンク
①借受
②貸付

	□

	貸借手続き
	
・農地バンク事業は、農用地利用集積等促進計画（以下、「促進計画」といいます。）に、地権者及び耕作者が同意印を押印し、県（又は権限移譲された市町）が認可・公告することで、農用地等の権利移動（貸借）が行われます。

・促進計画の提出の流れは以下の通りです。
地権者・
耕作者
農地
バンク
市町・農業委員会・（JA）※


県




　※市町によって提出窓口が異なりますので、御確認願います。

市町から農地バンクへの提出予定時期（　　　月　　　日頃）

県による認可・公告の見込時期　　　（　　　年　　　月頃）

　※公告は静岡県のHPから確認できます
https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/joreikisoku/1071388/index.html
（静岡県ホームページ → 「ホーム」 → 「県政情報」 → 「条例・規則・公報」→静岡県公報）
	□

	
	　・促進計画は、県によって認可・公告することで権利移動が行われるため、地権者・耕作者へ写しの送付を行う定めがありません。
　・そのため、農地バンクから地権者・耕作者へ認可を行われた旨の通知を送付しています。
　・促進計画の内容確認は、市町等へ提出する際に写しを取得しておくか、貸借した農用地等を所管する農業委員会又は農地バンクに御相談ください。
	□

	項目
	内容
	確認

	貸借期間
	・促進計画に記載された始期から終期までの間、耕作者は記載された農用地等を耕作します。
　（始期　　　年　　　月　　　日、終期　　　年　　　月　　　日）
	□

	
	・促進計画に記載された終期を過ぎると、農用地等の権利移動（貸借）が終了し、地権者に耕作する権利が戻ります。

・引き続き耕作者が耕作をする場合は、改めて促進計画を作成し、県の認可・公告を受ける必要があります。
	□

	借賃の支払及び手数料等
	・今回の貸借は、□賃貸借　□使用貸借（無償での貸借）になります（該当するものに☑）。

・賃貸借の場合は、促進計画に記載された借賃（１年分）を耕作者が農地バンクに支払い、農地バンクは地権者に支払います（共通事項（２））。

・また、賃貸借の場合は、農地バンク事業の手数料として、借賃の１％及び消費税を地権者及び耕作者から徴収いたします。手数料が100円未満の場合は、100円とこれに係る消費税を徴収いたします。

借賃の年額　　　　　　　　　　円
　耕作者から農地バンクへの支払時期　12月10日まで
　　農地バンクから地権者への支払時期　12月20日

※借賃から手数料が差し引かれて地権者へ振り込まれます
　※促進計画の貸借始期が10月以降の場合は、最初の支払時期が、翌年度になります。
※終期まで毎年同じ時期に支払を行います（促進計画に定めがある場合を除きます）。
	□

	
	・修繕費、改良費及び土地改良区の賦課金等は、促進計画の裏面にある別表１、別表２に記載された負担区分に従い、地権者又は耕作者が支払います。
	□

	附属物の取扱
	・農地バンク事業は、農用地等の貸借手続きであるため、農地バンクは、附属物の取扱い（新規設置、修繕、原状回復等）に関する義務を負いません（共通事項（12））。
　附属物の例：ハウス、栽培棚、果樹・茶　他

・地権者、耕作者間で土地附属物に関する確認書を作成し、借受時、返還地の状態など附属物の取り扱いについて合意しておきます。
	□

	項目
	内容
	確認

	原状回復
	・貸借期間が終了した後、耕作者は、30日以内に、農用地等の貸借を開始した状態（原状回復）に戻して返還します。

・ただし、農用地等の通常の利用によって生じた変更については、耕作者は原状回復の義務を負いません。

・なお、農地バンクは、原状回復等に関する義務を負いません（共通事項（16））

・返還時のトラブルを避けるため、地権者、耕作者間で農用地等を返還する際の状態について取り決めた確認書を作成するのが適当です。
	□

	
	
・確認書を作成しない場合は、返還時のトラブルを避けるため、少なくとも以下の項目について地権者と耕作者間で確認をお願いします。

	貸借終了後に耕作者が実施する項目
	実施の有無

	草刈りなど除草の実施
	有□　無□

	耕耘の実施
	有□　無□

	撤去した畦畔の回復
	有□　無□

	返還後の草の繁茂を防ぐため、転圧の実施
	有□　無□

	貸借後に客土した場合は、客土前の状態へ戻して返却
	有□　無□

	果樹・茶の場合
	秋整枝など整せん枝の実施
	有□　無□

	
	貸借時に植栽されていた果樹・茶が枯死等しているときは、新植の実施（枕地確保など機械化のための抜根を除く）
	有□　無□

	
	貸借後に定植した果樹・茶を抜根
	有□　無□

	その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	有□　無□



	□

	貸借内容の変更
	・借賃を変更する場合は、耕作者、地権者及び農地バンクで協議を行い、了承を得た上で、金額を変更する必要があります（共通事項（４））。
	□

	
	・地権者や耕作者が亡くなるなど変更が生じる場合は、市町、農業委員会、（JA）に具体的な手続きを御相談ください。
	□

	項目
	内容
	確認

	貸借の解除等
	・耕作者が貸借した農用地等を適正に利用していない場合は、農地バンクや農業委員会が現地確認等を行った上で、貸借を解除する場合があります（共通事項（１））。
	□

	
	・促進計画に記載された期間中に、地権者及び耕作者が貸借を解除する場合は、農地バンク及び相手方の同意を得た上で行う必要があります（共通事項（７））。
	□

	
	・耕作者は、農地バンクから農用地等を借り受けた後に、当該農用地等を他者に耕作（転貸及び譲渡）させてはいけません（共通事項（８））。
	

	
	・促進計画に記載された期間中に、耕作者との貸借が解除となった場合に、新たな耕作者が見つかった場合は、農地バンクは市町からの促進計画案の提出等に基づき新たな耕作者に貸借を行います。
	□

	
	・耕作者との貸借が解除された後、１年程度経過しても次の耕作者が決まらない場合は、農地バンクは地権者からの貸借を解約することがあります（農地中間管理事業規程11）。
	□

	個人情報の取扱
	　農地バンクは、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）及び関係法令に基づき、農用地利用集積等促進計画や公社に提出された書類に記載されている個人情報（氏名、住所、電話番号、代理人の情報等）を以下の利用目的に使用するとともに、以下の利用目的のため市町、農業委員会及び関係機関、提出書類に記載の転借人（耕作者）または地権者へ、本人確認を行った上で、提供する場合があります。

（利用目的）
　ア　農用地等の借入れ、貸付を行う農地中間管理事業及びこれらに付随する業務　
　イ　その他、当公社が法令等により営むことが出来る業務及びこれらに付随する業務
　ウ　ア及びイの業務に係わる農用地等の位置及び権利関係の確認、審査に利用するため
　エ　ア及びイの業務の管理のため
　オ　本人であることの確認のため
　カ　主務省及び監督官庁への報告等、適切な業務の遂行に必要な範囲での提供のため
　キ　各種証明書、領収書、借賃の口座振替等の案内や各種情報の提供のため
　ク　農業振興関連事業等に係る交付金及び補助金の交付に利用するため
	□



以上について内容を確認し、承知しました。
記入日　　　年　　　月　　　日　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　
